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例　　　言

１．本書は山梨県南アルプス市有野に所在する国指定史跡「御
みだいがわきゅうていぼう

勅使川旧堤防（将
しょうぎがしら

棋頭・石
いしつみだし

積出）」を対象と

した保存管理計画書である。

２．本事業は平成 24・25年度の２ヶ年間事業として、国宝重要文化財等保存整備費補助金・山梨県文化財

関係補助金を受け、南アルプス市教育委員会が実施した。

３．計画策定にあたっては「南アルプス市国史跡御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）保存管理

計画策定委員会」を設置し、文化庁文化財部記念物課、山梨県教育委員会学術文化財課の

指導・助言を受けるとともに、韮崎市教育委員会と連絡調整を図りながら、南アルプス市

教育委員会が策定した。

４．史跡保存管理計画策定にあたり、基礎資料となる史跡の現況測量については、株式会社テ

クノプラニングと業務委託契約を締結し、実施した。

５．本書の作成にあたり、次の諸氏、諸関係機関の方々にご協力をいただいた（敬称略・五十音順）。

　　小川幸子、名取勝雄、名取晴夫、矢崎静夫、有 野 区、 釜 無 川 右 岸 土 地 改 良 区 連 合、公

益財団法人山 梨 文 化 財 研 究 所、徳島堰土地改良区、土木学会附属土木図書館、六科区、

山梨県埋蔵文化財センター、山 梨 県 立 あ け ぼ の 医 療 福 祉 セ ン タ ー、 山 梨 県 立 育 精 福

祉 セ ン タ ー、 山 梨 県 立 博 物 館、 山 梨 県 立 わ か ば 支 援 学 校
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第１章　計画策定の目的と経緯

第１節　計画策定の目的

・ 史跡を適切に保存管理し、後世に継承していくことを目的とする。

・  多くの市民が理解し、まちづくりに活用できるよう、整備活用の方向性や周辺環境の保全の方針も示す。

第２節　対象

・ 南アルプス市に位置する史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」を対象とし、今回の計画では韮崎

市に位置する史跡範囲は含めない（図版 20）。

・ 南アルプス市有野に位置する桝形堤防は、平成 26 年１月 27 日付で史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・

石積出）」への追加指定について南アルプス市教育委員会から文部科学大臣に意見具申を行った。将来

的な史跡指定とその保存管理に対応するために、本計画では史跡と同様に扱い、検討の対象とした。

第３節　策定の手順

　計画策定にあたっては、
次の手順により検討を行った。
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第４節　委員会の設置と開催記録

役職名 氏　　名 職　名 専門分野等
委員 伊藤　宏 有野地区前区長
委員 大熊　孝 新潟大学名誉教授 治水工学
委員 大山　勲 山梨大学大学院教授 環境工学
委員 岡村　祐 首都大学東京助教 都市計画
委員長 谷口一夫 市文化財保護審議会長 考古学
委員 新津　健 市文化財保護審議委員 考古学
副委員長 萩原三雄 帝京大学文化財研究所長 歴史学
委員 畑　大介 帝京大学文化財研究所 治水史学
委員 金子賢夫 南アルプス市教育委員会委員長 平成 24 年度
委員 渡邊次朗 南アルプス市教育委員会委員長 平成 25 年度
助言者 佐藤正知 文化庁文化財部記念物課史跡部門主任調査官
助言者 清水正基 有野地区区長／源地区自治会連合会会長 平成 24 年度／ 25 年度
助言者 塩谷謙吾 源西区区長
助言者 清水荘治 六科地区区長
助言者 出月洋文 山梨県教育庁学術文化財課
助言者 森原明廣 山梨県教育庁学術文化財課
助言者 正木季洋 山梨県教育庁学術文化財課 平成 24 年度
助言者 依田幸浩 山梨県教育庁学術文化財課 平成 25 年度
助言者 山下孝司 韮崎市教育委員会教育課
助言者 閏間俊明 韮崎市教育委員会教育課

第２表　委員会委員名簿

保存管理計画策定委員会設置要綱

南アルプス市国史跡御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）
保存管理計画策定委員会設置要綱

平成 24 年 12 月４日　教育委員会告示第 20 号

　( 設置 )

第１条　国史跡御勅使川旧堤防 ( 将棋頭・石積出 ) の保存管理計

画策定にあたり、助言を求めるため、史跡御勅使川旧堤防 ( 将

棋頭・石積出 ) 保存管理計画策定委員会 ( 以下「委員会」という。)

を置く。

　( 所掌事務 )

第２条　委員会は、国史跡御勅使川旧堤防 ( 将棋頭・石積出 ) に

関する次に掲げる事項について、所掌するものとする。

　(1)　保存管理計画の策定に関すること。

　(2)　保存及び活用に関する基本方針に関すること。

　(3)　その他保存管理計画策定のために必要な事項。

　( 組織 )

第３条　委員会は、委員 10 人以内をもって組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は

任命する。

　(1)　教育委員。

　(2)　学識経験及び専門知識を有する者。

　(3)　前 2 号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者。

　( 任期 )

第４条　委員の任期は、委嘱の日から平成 26 年 3 月 31 日まで

とする。

２　委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。

　( 委員長及び副委員長 )

第５条　委員会に委員長及び副委員長を置く。

２　委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又

は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

　( 会議 )

第６条　委員会の会議 ( 以下「会議」という。) は、委員長が招集し、

その議長となる。

２　委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くこと

ができない。

３　委員長は、第 2 条に定める所掌事務に関し指導・助言を得

るため、文化庁、山梨県教育委員会、韮崎市教育委員会、庁内

関係課、その他有識者等の会議への出席を求めることができる。

　( 庶務 )

第 7 条　委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。

　( その他 )

第 8 条　この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必

要な事項は、教育委員会が別に定める。

附　則

　( 施行期日 )

１　この告示は、公布の日から施行する。

　( 失効 )

２　この告示は、平成 26 年３月 31 日限り、その効力を失う。
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 第２章　御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）の概要

第１節　史跡指定の経緯

昭和 55 年　　「将棋頭」が旧白根町の史跡に指定。

昭和 62 年　　旧白根町教育委員会が主体となり、山梨文化財研究所が将棋頭の発掘調査を実施。

昭和 63 年　　同第２次発掘調査。

平 成 元 年　　『将棋頭・須沢城址』を旧白根町教育委員会が刊行。

平 成 ４ 年　　２月 29 日、白根町・韮崎市より文部大臣に将棋頭及び石積出の史跡指定について意見具申。

平 成 ４ 年　　５月 29 日、国の文化財保護審議会において、石積出・将棋頭の史跡指定答申。

平成 15 年　　３月 25 日、史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」として指定官報告示。

　　　　　　　４ 月  １ 日、旧白根町を含む６町村が合併して南アルプス市が誕生。　 　

平成 19 年　　工場誘致計画に伴い、南アルプス市教育委員会が調査主体となって将棋頭東側隣接地の試

掘確認調査を実施。将棋頭から続く堤防基底部を発見。同年、桝形堤防の分布調査を開始。

平成 20 年　　桝形堤防分布調査。除草作業。

　　　　　　　新たに発見された将棋頭追加指定について南アルプス市教育委員会から文部科学大臣宛に意見具申。

平成 21 年　　２月 12 日将棋頭追加指定官報告示。

　　　　　　　将棋頭、追加指定民有地１筆用地買収。将棋頭公有地化完了。

　　　　　　　石積出三番堤民有地４筆用地買収。

　　　　　　　桝形堤防試掘確認調査。

　　　　　　　『平成19年度埋蔵文化財試掘調査報告書・御勅使川旧堤防』（将棋頭試掘確認調査結果所収）

を南アルプス市教育委員会が刊行。

平成 22 年 石積出三番堤民有地２筆用地買収。三番堤公有地化完了。

　　　　　　　『桝形堤防』を南アルプス市教育委員会が刊行。　 　 　 　

回数 開催年月日 議事等

第１回 平成 25 年 1 月 17 日
①　保存管理計画策定について

②　現地踏査

第２回 平成 25 年 3 月 11 日

①　現地踏査

②　第３章　史跡の特性について

③　第４章　基本的考え方について

第３回 平成 25 年 8 月 6 日
①　第３章・第４章の修正・確認

②　第５章　保存管理について

第４回 平成 25 年 12 月 24 日

①　第５章の修正・確認

②　第６章　追加指定等の考え方について

③　第７章　整備活用について

④　第８章　管理及び運営体制について

⑤　全体構成の確認

第５回 平成 26 年３月３日 ①　最終報告について

第３表　委員会開催記録

委員会の開催状況

委員による現地踏査
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平成 23 年 石積出一番堤民有地４筆用地買収。一番堤公有地化完了。

　　　　　　　桝形堤防試掘確認調査。

　　　　　　　文化庁佐藤主任調査官、史跡視察。

平成 24 年 保存管理計画策定に着手。

　　　　　　　桝形堤防第２次試掘確認調査（平成 23 年度から継続）を実施。

平成 25 年　　保存管理計画策定委員会の開催。

　　　　　　　　『桝形堤防―第２次調査―』を南アルプス市教育委員会が刊行。

　　　　　　　　「桝形堤防」の追加指定について南アルプス市教育委員会から文部科学大臣宛に意見具申。

平成 26 年 保存管理計画報告書刊行。

第２節　指定に関する情報

名 称　　御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）

指 定 年 月 日　　平成 15 年３月 25 日　

告 示 番 号　　文部科学省告示第 31 号

指 定 理 由　　

　御勅使川は釜無川（富士川上流）の支流である。南アルプス前衛の夜叉神峠、唐松峠、ドノコヤ峠一

帯、およそ標高 1,700 ｍ前後の稜線を水源とし、標高差のある急傾斜地を流下する。古来より暴れ川

として知られており、特に甲府盆地への開口部に形成された大きな扇状地の部分では流路が不安定であ

って、多くの水害をもたらしてきた。この御勅使川の流路を固定するために、古来より種々の治水施設

が構築されており、今日においても石積出、将棋頭と呼ばれる堤防が残っている。『甲斐国志』はこれ

ら堤防は武田信玄の時になったものと記述している。

　扇状地部分のうち、扇頂部駒場地区の本流右岸山つきに連続して設置された堤防が石積出で、一番堤

～五番堤までの五基が残っている。一番堤は長さ 83 ｍ、幅は基底で 17 ｍ、上部で５ｍ、高さは 3.5

ｍの三段築成であるが、下一段は地中に埋没している。二番堤以下もほぼ同様の規模で、二番堤は長さ

94 ｍ、三番堤は長さ 82 ｍとなっている。五番堤は御勅使川右岸の本堤となっている。

　また、将棋頭は扇央部の本流右岸、左岸にそれぞれ残っており、圭角をなす形状（将棋の頭のような

形状）からこの呼称がある。右岸（白根町有野～八田村六科）のものは石積は一段で高さ 4.3 ｍ、幅は

上部で６ｍ、基部で 22 ｍである。基底部に接して前面に護岸補強の石組がある。六科将棋頭で水流は

御勅使川本流と分流（前御勅使川）に分かれるようになっており、御勅使川本流右岸、将棋頭の下流部

には連続して雁行状の堤防が置かれていた。

　左岸（韮崎市竜岡）のものは、白根町のものよりも小規模であるが、同じく圭角をなす形状となって

いる。高さは３ｍ、幅は上部で４～８ｍ、基部で 15 ｍ、同様に御勅使川本流左岸・雁行堤防に接続し

ていた。

　将棋頭は洪水時の御勅使川溢水を分流して、人為的に河道を固定化するとともに、洪水時の本流を従

来よりも釜無川の上流方向、赤岩の前面で合流させることにより、釜無川本堤（いわゆる信玄堤）への

洪水の影響を最小限にとどめることを目的に設置されたものと考えられる。

　さて『甲斐国志』（松平定能力編輯、文化年間〈1804-17〉の成立）は、

　　武田信玄ノ時ニ至リ大ニ水役ヲ興シ下条南割ノ村ニテ岩ヲ鏟鑿スルコト広サ十八歩上流ノ駒場・有

　　野ニ石積出ヲ置キ駿流ヲ激シテ斜ニ東北ヘ向ハシム対岸ハ竜王村ノ赤岩ナリ　一名高岩又六科村ノ

　　西ニ圭角ノ堤ヲ築キ流ヲ両派ニシテ以テ水勢ヲ分ツ是レヲ将棋頭ト云フ其ノ突流シテ釜無河ニ会ス

　　ル所ニ大石ヲ並ベ置キテ水勢ヲ殺グ釜無河ノ水ト共ニ順流シテ南方ニ趣カシム於レテ是ニ暴流頓ニ

　　止ミ竜王村ノ堤ヲ築テ村里ヲ復スルコトヲ得タリト云フ
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と記している。また前御勅使川については、

　　古ノ水路ナリ

と記している。これらのことを裏付ける直接的史料は残っていないが、近世には正保元年（1644）、承

応２年（1653）の洪水に破堤したと記録がある。また、明治 29 年（1896）にも大水害があったが、

各堤防はそのつど補修されてきた。今日に見られる石積出、将棋頭はこうした長期にわたる改修を経て

強化された姿を示すものである。

　戦国大名にとって領国内の生産力向上のための治水は至上課題であった。各地の大名は堤防の構築等

を積極的に行ったが、とりわけ武田信玄が行った治水事業は「信玄堤」の名とともに名高く、学校教科

書にも多くとりあげられている。信玄堤の本体は雁行堤であったと考えられるが、釜無川本流堤防に埋

没して旧状をとどめていない。しかし同じく信玄の構築になると伝える石積出や将棋頭は戦国時代その

ものの姿ではないにせよ、甲州流川除と呼ばれた治水技術の特色を今日によく伝え、戦国時代以来の治

水構想を示すものとして貴重である。

　大正５年（1916）から御勅使川には砂防堰堤工事が開始された。この新治水法によって御勅使川が

安定するにつれ石積出、将棋頭もその本来的な機能を果たすことはなくなっていった。しかし、この治

水堤防が甲府盆地の安定の上で果たした役割は近世・近代を通じで極めて大きい。これら遺跡がもつ歴

史上の意義を考え、石積出のうち一番堤から三番堤（河川区域内の四番堤・五番堤は除く。）及び二か

所の将棋頭を史跡に指定し、その保存を図ろうとするものである（月刊文化財 346 号）。

追 加 指 定 年 月 日　　平成 21 年２月 12 日（将棋頭の一部）

追加指定告示番号　　文部科学省告示第 11 号

追 加 指 定 理 由　

　御勅使川旧堤防は、信玄堤とともに武田信玄によって、御勅使川、釜無川を治めるために築堤された

と伝えられる堤防施設である。江戸時代の地誌『甲斐国志』（松平定能編輯、文化 11 年〈1814〉成立）

に石積出、将棋頭として見える。

　御勅使川は釜無川（富士川の上流）の支流で、古くから暴れ川として知られ、御勅使川扇状地のみな

らず、釜無川を押し出して甲府盆地中央部の水害の要因ともなった。そのため、扇頂部駒場地区の本流

右岸山つきに連続して設置された堤防が石積出で、一方の将棋頭は扇央部に築かれ、圭角をなすことか

らこの名称がある。構築時期についてはなお研究の余地があるものの、将棋頭と石積出は甲州における

治水技術の特色を今日によく伝えるものとして貴重であることから、５基の石積出のうち一番堤から三

番堤までと、現本流右岸の六科将棋頭（南アルプス市）と左岸の竜岡将棋頭（韮崎市）が平成 15 年に

史跡指定された。

　将棋頭は洪水時の溢水を分流し、人為的に河道を固定するとともに、洪水時の本流を従よりも釜無川

の上流方向、高岩（赤岩）と呼ばれる崖の手前で釜無川と合流させることにより、釜無川本堤（いわゆ

る信玄堤）への洪水の影響を最小限にとどめることを目的に設置されたものと考えられてきたが、将棋

頭、石積出は少なくとも近世においては、御勅使川扇状地上の集落や田畑を広範囲に守る治水の要とし

て機能していたことが推定され、また、各堤防は扇状地における利水の歴史にも関わるものと考えられ

ている。

六科将棋頭は北側の石堤（「北石堤」）が指定されているが、（延長約 115 メートル）、平成 19 年度に

南アルプス市教育委員会が実施した、開発行為に伴う事前調査により、その東側に連続する堤の基底部

が検出された。石堤は２列あり、明治４年（1871）の「北御勅使川御普請明細帳」や近世末から明治

時代の絵図等から、「北石堤」は「一番堤」、今回新たに検出されたその南側の堤防が「二番堤」と称す

るものであることが確認できる。両者は川表側法面を落とし積みする点で共通するが、「一番堤」のほ

うがより強固に構築されている。断面観察によれば、「北石堤（一番堤）」が「二番堤」の川表側に追加
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されたものであることが判明し、両者とも、旧御影村（現南アルプス市）所蔵の役場文書（「土木地理関係書類」）

により、明治 32 年以降に改修された姿である可能性が指摘されている。今回検出された既指定地に連続す

る将棋頭の遺構（約 75 ｍ）を追加指定し、保護の万全を図ろうとするものである（月刊文化財 545 号）。

指 定 所 在 地／対 象 地 域 の 面 積／所 有 関 係 の 概 要

第３節　地理的概要

　御
み だ い が わ

勅使川は、巨摩山地のドノコヤ峠（約 1,518 ｍ）の東麓に源を発し、山地を流下して塩
しおのまえ

前付近で平地

に入り、南アルプス市の北側を東流して釜
かまなしがわ

無川に合流している。総延長 18.78km を数える。御勅使川は古

くから暴れ川として有名で、巨
こ ま さ ん ち

摩山地の山々を削ることで大量の砂礫を供給し、下流の甲府盆地西部に東西

7.5km、南北 10km、面積約 49k㎡にわたる御勅使川扇状地を形成している（第９図、図版 23-1）。扇状地

は主体が砂礫のため地下水位が低く、水の乏しい乾燥した土地となる。御勅使川扇状地の扇央部に位置する

上八田・西野・在家塚・上今井・桃園・吉田・小笠原の集落は、近世には「原
はらしちごう

七郷」と呼ばれ、「お月夜で

も焼ける」と言われるほど水の獲得に苦労した地域であった。そのため主な生業は木綿や煙草を作り出す畑

作が主体で、この産物を行商で売る生活様式が江戸時代の特徴となっていた。現在は灌漑水路の整備が進み、

水はけのよい土地であることを利用して葡萄や桃、サクランボなど果樹栽培が盛んである。

　こうした日本有数の扇状地を造りだした御勅使川は、現在でこそ河道が固定されているが、過去に何度も

流路の変更を繰り返してきた。現在南アルプス市北部を東西に走る県道甲斐芦安線が、明治 30 年（1897）

まで御勅使川流路であったことは広く知られている。かつてこの流路は、地元で「前
ま え み だ い が わ

御勅使川」と呼ばれ、

明治 31 年（1898）に徳島堰から将棋頭まで「石
せきじゅうてい

縦堤」が築かれ廃河川となるまで、御勅使川の流路の一

つであった。昭和に入り「四
し け ん ど う ろ

間道路」が整備され、その後高度経済成長期の開発の波をうけるまでは県道沿

いに旧堤防が残り、家屋も少なく川としての面影を残していた。遺跡の分布状況や庄名の研究等から、戦

国時代にはすでに前御勅使川が流れていたことは確実視されている（畑 1997）。前御勅使川の流路上には、

運搬された砂礫によって浸食崖が埋め立てられ、下流に小扇状地が形成されており、一定期間御勅使川の本

流であったことがうかがえる。前御勅使川以前の流路については、昭和 44 年（1969）に刊行された『白

所
在
地

遺　

構
地
番

（
㎡
）

指
定

面
積

所
有
者

南
ア
ル
プ
ス
市

石
積
出
し

（
一
番
堤
）

有野字北新田 2466 番先 927.72 市

有野字北新田 2466 番先 592.98 市

有野字北新田 2466 番道路敷 47.65 市

有野字北新田 2466 番水路敷 25.66 市

有野字北新田 2466 番 3 253.74 市

有野字北新田 2468 番 2 29.20 市

有野字北新田 2469 番 5 90.44 市

有野字北新田 2524 番 2 177.96 市

一番堤指定面積合計 2,145.35 

石
積
出
し

（
二
番
堤
）

有野字北新田 2484 番 1 先 1,045.74 市

有野字北新田 2484 番 1 先 35.96 市

有野字北新田 2484 番 1 道路敷 147.79 市

有野字北新田 2484 番 1 の内 474.82 民間

有野字北新田 2484 番 2 先 4.94 市

有野字北新田 2485 番 1 の内 473.90 民間

二番堤指定面積合計 2,183.15 

石
積
出
し

（
三
番
堤
）

有野字北新田 2506 番先 839.13 市

有野字北新田 2506 番先 106.40 市

有野字北新田 2511 番 1 先道路敷 12.34 市

有野字北新田 2506 番 2 163.48 市

有野字北新田 2510 番 2 16.56 市

有野字北新田 2511 番 12 401.37 市

有野字北新田 2511 番 13 397.34 市

所
在
地

遺　

構
地
番

（
㎡
）

指
定

面
積

所
有
者

南
ア
ル
プ
ス
市

石積出
（三番堤）

有野字北新田 2511 番 15 702.40 市

有野字北新田 2511 番 16 233.89 市

三番堤指定面積合計 2,872.91 

将
棋
頭

有野字北新田 3346 番 6 の内 136.66 県

有野字北新田 3346 番 1 2,365.25 県

六科字宮東 1590 番 7 3,543.11 市

将棋頭指定面積合計 6,045.02 

桝
形
堤
防

有野字北新田 3346 番 3 の内 3,357.16 県

有野字北新田 3349 番 545.90 民間

桝形堤防合計 3,903.06 

南アルプス市所在史跡指定面積 17,149.49 

韮
崎
市

将
棋
頭

竜岡町下条南割字西原 591 番４ 331.00 民間

竜岡町下条南割字西原 592 番 1,160.00 民間

竜岡町下条南割字西原 596 番 1 95.00 民間

竜岡町下条南割字西原 596 番 138 37.00 民間

竜岡町下条南割字西原道路敷・水路敷 4,776.28 市

韮崎市所在史跡指定面積 6,399.28 

御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）

史跡指定総面積
23,548.77 
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根町誌』で有野から西野を経由し現在の白根高校付近に至るルートがすでに図示されている。1990 年代

に入ると市内を南北に貫く中部横断自動車道に伴う試掘確認調査や航空写真からの研究によって科学的な

証拠が提示され、現在では流路の具体的なルートがわかりつつある（保坂 1999、2002a）。百
どうどう

々に位置す

る百々遺跡の発掘調査から、この流路は平安時代から中世にかけて本流であったと推測されており、仮に

「御
み だ い が わ み な み り ゅ う ろ

勅使川南流路」と呼ばれている（川﨑 1994）。また近年では、市内の遺跡の発掘調査結果や遺跡分布か

ら「御勅使川南流路」よりさらに南に旧流路の存在が複数指摘されている（今福 2004b）。

第４節　歴史的背景

１．信玄伝承の治水施設
　御勅使川は古くから暴れ川として有名で、いくつもの治水施設が造られてきた。とりわけ戦国時代、武田

信玄による御勅使川・釜無川の治水事業は全国的にも著名で、数々の歴史書や土木工学書でもふれられてい

る。それらは江戸時代にまとめられた地誌『甲
か い こ く し

斐国志』（1814）の以下の記述に依拠している。

「武田信玄ノ時ニ至リ大ニ水役ヲ興シ下条南割村ニテ岩ヲ鏟鑿スルコト広十八歩上流駒場・有野ニ石
いしつみだし

積出ヲ

置キ駿流ヲ激シテ斜ニ東北ヘ向ハシム対岸ハ竜王村ノ赤岩ナリ　一名高岩又六
む じ な

科村西ニ圭角ノ堤ヲ築キ流ヲ

両派ニシテ以テ水勢ヲ分ツ是ヲ将
しょうぎがしら

棋頭ト云其突流シテ釜無河ニ会スル所ニ大石ヲ並置テ水勢ヲ殺グ釜無河ノ

水ト共ニ順流シテ南方ニ趣カシム於是暴流頓ニ止ミ竜王村ノ堤ヲ築テ村里ヲ復スルコトヲ得タリト云」（巻

之三十一　山川部第十二　巨麻郡西郡筋）

　上記の資料には武田信玄の時代に「石積出」や「将棋頭」、「堀
ほりきり

切（図版 23- ３）」、「十
じゅうろくいし

六石」などの諸施

設が整備され、御勅使川と釜無川の総合的な治水事業が行われた内容が記述されている。これが「石積出」

や「将棋頭」が武田信玄の史跡と言われてきた所以である。しかし戦国時代の資料に「石積出」や「将棋頭」

の記述が見られず、発掘調査によっても戦国時代の構築を裏付ける結果がでていないことから、構築時期や

役割について 1980 年代後半から疑問が投げかけられ、再考が続いている（畑 1988、2007、笹本 1998）。

以下では近年の研究成果をもとに、主要な治水施設の概要を見ていきたい。

２．石積出（参考史料３～５・図版１～７）
　石積出は御勅使川扇状地扇頂部に築かれた堤防で、現存する一～五番堤の内、一～三番堤が将棋頭ととも

に国の史跡に指定されている。『甲斐国志』では信玄の時代、水流を北東へ向けるために設置したとあるが、

絵図や史料から判断して、有野の水田や集落、さらに御勅使川扇状地に立地する村々を守る目的があったこ

とが指摘されている（畑 1988）。近世において、石積出を含めた有野村の堤防が決壊すると、洪水流が御

勅使川の旧流路に流れ込み、吉田村や寺部村など御勅使川から遠く離れた集落にまで洪水被害が及んでいる

（「御勅使川氾濫流失高有野村書上覚」白根町誌編纂委員会 1969 所収等）。そのため、有野村は堤防補修工

事の際に、下流の 21 ヶ村から人手を促す権利を幕府から許されており、有野の堤防は扇状地の村々共同で

守られていたとも言える。また、有野集落の西端、扇状地のまさに扇頂部に位置する水
みずみやじんじゃ

宮神社は、水神を祀

り治山治水を祈願する神社であり、夏に行われていた祭りの時には、同様に有野村の他、下流の 21 ヶ村が

参加して水防を祈願したと伝えられている（図版７- ６）。なお、五番堤の下流には、近年まで地域で「ワタ

クシダシ」と呼ばれてきた堤防が存在した。「ワタクシダシ」は、石積出の破堤に備えるため、有野村の自普

請によって守られてきたと考えられる堤防で、この地点が重層的に防御されてきたことを知ることができる

（第９図）。

　石積出一番堤の上流には御勅使川から取水する「四
し か ま ち せ ぎ

ヶ圦堰」の取水口があり、ここで取水された水はこの

堰を通り、石積出によって守られた有野、築山、飯野、飯野新田を灌漑している（図版７- ５）。寛文年間

の徳島堰開削以前は、飯野新田が立村していないため、三ヶ村を灌漑する「三ヶ村堰」と呼ばれていた。三

ヶ村堰の開削時期は明らかとなっていないが、少なくとも近世においては治水施設である石積出と一体とな

って機能していたと考えられる。
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　現在見られる石積出は、破損しては補修、改修が行われる治水施設の宿命から、明治、大正期に改修された

もので、三番堤の根固めには、木材を井桁状に組み、中に石を詰めて沈床とする「木
もっこうちんしょう

工沈床」が用いられている。

木工沈床は明治時代にオランダの技術者が伝えた「粗
そだちんしょう

朶沈床」を小西龍之介が改良して考案した工法と言われ

（眞田 1932）、西欧の工法を反映した近代日本の土木技術が石積出にも使用されている（参考史料１）。

　四番堤は平成 17 年度に浄水場排泥池及び濃縮槽建設工事に伴う緊急の発掘調査が行われ、その構造の一

部が明らかとなった。堤防の基礎は丸太を梯子状に組んで堤体の沈下を防ぐ梯
は し ご ど だ い

子土台が設けられ、川表側に

は 80cm 前後の石を用いた石積が施されコンクリートで固定されていた。根固めには三番堤と同様に木工

沈床が用いられ、そのさらに川表側には、鉄
てっせんじゃかご

線蛇籠が縦に並べられている構造で、明治時代末から大正時代

に施工されたものと推測されている（図版６）。

　一番堤と二番堤の間、また二番堤と三番堤の間等の堤間地については、昭和初期に現行堤防ができると、

堤外地となり、それ以降に国有地からの払い下げが行われ、埋め立てられて畑地等になった（図版１- １）。

３.   六科将棋頭（参考史料７～８・図版 15 ～ 19）
　六科将棋頭についても、『甲斐国志』の記述に依拠した研究が再考されつつある。構築時期は、戦国時代

の史料に記述が見られないことや、発掘調査によっても戦国時代の構築を裏付ける結果がでていないことか

ら、現在その初現を明確に示す証拠は得られていない。将棋頭の役割については、『甲斐国志』に書かれた

水流を二分することにくわえて、扇状地上に耕地や村落を確保し、これらを水害から守るものであることが

指摘されている（畑 1988）。実際、将棋頭内には後述する徳
とくしませぎ

島堰から導水した水で作られた六科村の水田

が広がっており、六科村の集落やさらに下流の野
や ご し ま

牛島村や上
かみたかすな

高砂村を守る役割が推測され、現在ではその説

がほぼ定説化しつつある。明治 29 年（1896）の御
み か げ

影村（六科村、野牛島村、上高砂村が明治８年に合併）

の水害状況を描いた絵図（参考史料８- ２）には、将棋頭のやや下流の堤防が決壊し、洪水流が六科を越え

て野牛島の北を東流し、上高砂の集落を押し流した状況が描かれており、上記の説を裏付ける資料となって

いる。また、近世と推測される年不詳の「巨麻郡六科村絵図（山梨県教育委員会 1986 所収　参考史料７- １）」

を見ると、徳島堰から取水した水が将棋頭の堤内に導水され、東は韮崎道まで、現在の小字柳西、高塚、門脇、

西原、堀向、北新田が灌漑され、水田耕作が行われていた状況を把握することができる。慶長６年（1601）

の検地帳（八田村 1972 所収）では六科村では「田」の記載がなく、徳島堰の開削により初めて上記の地域

で本格的な水田耕作が始められたと考えられることから、少なくとも徳島堰が開削される寛文年間には、六

科の水田を守る堤防が整備されていたと推測できる。

４．徳島堰（図版 14）
　御勅使川扇状地は水害が多発する一方で、砂礫が主体であるため地下水位が低く、常習の旱魃地域でもあ

った。そのため、水の獲得は扇状地に暮らす人々にとって最優先課題であり、水争いは戦後まで続けられて

きた。徳島堰は、寛文年間に江戸深川の徳島兵
ひょうざえもん

左衛門によって計画された韮崎市上
かみつぶらい

円井から南アルプス市の

曲
く る わ だ し ん で ん

輪田新田まで約 17km を結ぶ灌漑水路である。寛文５年（1665）に着工され、２年後の寛文７年には曲輪

田の大輪沢まで約 17km の通水に成功したと言われる。しかし、その年２回の大雨により堰がほぼ埋まり、兵

左衛門はこれまでの工事費等の保証金と引き替えに江戸へ帰り、事業は甲府藩が引き継ぐこととなる。甲府城

代戸田周防守は堰の復旧工事を家臣の津田伝右衛門と有野の矢
や ざ き ま た え も ん

崎又右衛門に命じ、寛文 10 年に工事を完成さ

せた。寛文 11 年、「徳島堰」と命名された新しい堰は、御勅使川扇状地全域を灌漑するまでには至らなかったが、

堰の完成により六科や有野、百々、飯野の村々では新たな水田開発が可能となり、六科新田や飯野新田、曲輪

田新田など新たな集落も形成された。飯野新田には徳島堰の完成を祈願して兵左衛門により建立された日蓮宗

の了
りょうえんじ

円寺があり、徳島兵左衛門夫妻の墓が建立された（図版 14- ６）。また、有野には堰を完成させた矢崎又

右衛門ゆかりの矢崎家住宅（市指定文化財）や菩提寺である行
ぎょうぜんじ

善寺が現在でも残されている（図版 14- ４・５）。

５．御勅使川暗渠と桝
ますがたていぼう

形堤防（参考史料 2 ～７・図版８～ 14）
　 徳島堰の開削工事にとって最大の難関は御勅使川の横断であった。当初御勅使川の横断は、水路を掘り、
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盛った土の背に一間四方の板を並べ、板を牛枠で支える「板関」と呼ばれる工法が採用されたが、宝永３年

（1706）の「水門掛樋埋樋調（三枝 1959 所収）」では「埋樋北七拾間、中七拾間、南七拾間、拾七間」な

ど埋樋の記述が見られることから、少なくとも宝永年間には埋樋への変更が行われていたことがわかる。

　徳島堰の開削以後、六科村と野牛島村では御勅使川と村の位置関係から、徳島堰が御勅使川を横断する途

中の河川敷の中に水門を設けざるを得ず、そこから将棋頭内へ導水され、新田が開かれている。その水門を

守るため将棋頭状の堤防が必要となったと考えられ、明治 12 年（1879）の絵図（参考史料６- ２）をみると、

六科村の二つの水門、後
ご だ

田埋箱樋と後田戸水門を守る堤防１基、その北側に野牛島の後田戸水門を守る堤防

1 基が描かれている。さらに北側にもう１基描かれているが、これは水門ではなく御勅使川を横断する埋樋

中七拾間樋と南七拾間樋間を保護する役割を持つ堤防と考えられる。年不詳だが、それらの絵図からは３基

の堤防の形状・規模が異なっていたことが判読できる。また、年不詳の「水下二十二ヶ村川除堤修覆絵図

（参考史料３- １）」には、桝形堤防と推測される三角形の堤防の川表側に水
すいせい

制と思われる印が描かれており、

一定期間、枠や牛類などが設置されていたと考えられる。現在地上で確認できるのは六科村の水門を守る堤

防であり、参考史料 2 の大正９年（1920）「御勅使川徳島堰埋樋改修」によれば「徳島堰営造物改造ノ為

中巨摩郡源村有野地内字新田区域御勅使川流域ノ南端枡形堤防ヨリ積隆堤防トノ間」とあり、六科村の後田

水門を守る堤防が「桝形堤防」と呼ばれていたことがわかる。なお、六科の後田水門から取水された水は用

水路を通り下流の六科将棋頭内へ通水されている。『中巨摩郡誌（中巨摩郡連合教育会 1928）』によれば、

六科のこの用水路を「六科用水渠」、野牛島の用水路を「後田渠」として解説している。しかし、慶応４年

(1865) の徳島堰の絵図（参考史料６-1）には野牛島の樋口として「後田戸水門」、六科の樋口として「後田

樋口」「同所（後田）戸水門」とある。つまり、近世から幕末まで野牛島村と六科村の樋口は「後田」と呼

ばれており、この水門から下流へ引く水路も同じ名称であったと考えられる。そのため本書では六科水門か

ら将棋頭までの堰も「後田堰」とした。

第３章　史跡の特性

第１節　武田信玄伝承の歴史的特性

・ 近世の地誌『甲斐国志』（1814）には、石積出・将棋頭が武田信玄の治水施策による築堤であることが

記され、当時から人々の間に武田信玄による構築であったことが広く認識されていたことがわかる。戦

国時代の築堤を示す同時代史料は確認されていないが、史料から、武田信玄による構築がほぼ裏付けら

れる竜王の信玄堤が有効に機能するためには現在のルートに御勅使川が存在することが前提となると考

えられ、そのルート上には現在に残された石積出や将棋頭の祖形ともなるさまざまな治水・利水施設が

築かれたと推測される。

第２節　近世における歴史的特性

・ 石積出は日本有数の規模を有する御勅使川扇状地全体を守る治水の要であった。石積出の位置する有野

村の堤防が破損した場合、被害が及ぶ御勅使川扇状地上のほぼすべての村にあたる水下 21 ヶ村の村々

から堤防修築のための人員を動員できる承応３年（1654）の文書が有野に残されている。

・ 石積出は築山、飯野、有野、飯野新田の各村で利用された四ヶ圦堰（図版７- ５）およびその堰によっ

て灌漑された水田地帯を守る役割も果たしており、治水・利水の要衝として重要である。

・ 将棋頭は、扇状地上に舟形に形成された微高地の上流部を囲い、水流を分散する、いわゆる尻無堤とも

いうような特有の形態をとる。初現は六科村を守る堤防として整備されたと推測され、近世に至り寛文

10 年（1670）に開削された徳島堰によって灌漑された六科村・野牛島村の水田やその下流域を守る役



－ 10 －

割を果たしており、伝統的な治水・利水の工法を示す象徴的な遺構である。

・ 近世における甲州の治水は、一流派をなすと見られるほどの先進地として認識され、石積出や将棋頭は

それを象徴する施設として語られてきた。

・ 徳島堰の開削を前提とした新田開発は、近世前期に汎日本的に行われるようになったこのような事業の

ひとつの典型である。その中で、暴れ川として知られる河川敷の広大な御勅使川と交差して引水する徳

島堰の試みは、特筆すべき要素として挙げることができる。また、将棋頭は、この開発を支えた要素の

ひとつとして、日本近世史の中に位置づけることができる。

・ 桝形堤防は、徳島堰の用水を将棋頭堤内地に営まれた水田に分水する水門を守る堤防である。将棋頭と

一体となって機能し、治水と利水の機能を併せ持った、全国的にも類のない遺構として位置づけること

ができる。

第３節　近代における歴史的特性

１．治水・利水遺構として　～伝統的河川工法と近代技術の融合～
・ 石積出および桝形堤防には、根固めとして「木工沈床」が設置されている（第７図、図版３- ２・11・

12）。木工沈床は、日本人技術者が、明治時代にオランダの工法である粗朶沈床と日本の伝統的河川工

法を組み合わせて考案した技法と言われており、近代的河川工法の特徴をよく示している。

・ 現在残る将棋頭は、根固めに梯子土台が応用されるなど、伝統的河川工法が近代において変質する過程

をよく表している。

２．治水・砂防史の歴史的遺構として
・ 日本初の本格的コンクリート堰

えんてい

堤である芦
あしやす

安堰堤（大正５～ 15 年（1916 ～ 26）　図版 21）や、ほぼ

同時期（大正９年（1920））に竣工した 源
みなもと

堰堤（図版 22）が御勅使川に整備され、御勅使川が安定し

た。それによって、昭和７年（1932）以降石積出上流から設置された床
とこがためこう

固工の施工が可能となり、石

積出の治水機能は終焉をむかえるが、日本治水・砂防史における重層的な歴史の中にこれを位置づける

ことができる。

第４節　現代における歴史的・景観的特性

１．治水史の象徴、今後の防災活動のモニュメントとして
・ 少なくとも近世近代を通じ、施設が維持され現在も良好に遺構が残されている。そこには時代を超えて

連綿とつながる防災意識や暮らしを守ってきた人々の思いをみることができる。

・ かつて水害が多発しそれを克服してきた南アルプス市の歴史の象徴でもあり、現代の防災を考える上で

重要なモニュメントである。

・ 史跡の中で「堤防」の指定は数少なく、日本の治水史を語る上でも重要な位置を占めている。

・ 徳島堰の水は、現在も市内の水田を灌漑するほか、南アルプス市の主要産業であるモモ、スモモ、サク

ランボ等の果樹栽培を支えている。扇状地上に広がる南アルプス市に特徴的な果樹景観は徳島堰が支え

ているといえ、地域におけるその価値は現在も揺るがない。

２．治水・利水景観
・ 石積出は、南側の山裾から御勅使川河川敷に突き出した石積の堤防群とその内側の水害防備林が一体と

して機能し、御勅使川扇状地の扇頂にあって扇状地全体の治水の要として機能してきた景観を現在もよ

く残しており、伝統的河川工法を学ぶ場として重要である（巻頭図版１）。

・ 桝形堤防で分水された徳島堰の水によって灌漑され、六科将棋頭によって水害から守られてきた堤内地

では、この歴史的な治水・利水施設と一体となって営まれてきた水田景観が現在も維持されている（図

版 19- ５・19- ６）。



－ 8 － － 11 －

第４章　基本的考え方

第１節　目標

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」は、御勅使川の治水のみならず御勅使川や徳島堰の利水など

の幅広い歴史的価値を有している。こうした史跡を確実に保存し、適切な管理を行うため、保存管理の目標

を次に定める。

　　【保存管理の目標】
　　・ 今日まで残されてきた歴史的特性を有する遺構を良好な状態で保存し、次世代に継承する。
　　・ 史跡の本来的価値を再発見し、より顕在化させる。
　　・ 史跡と周辺景観の調和した風致を保全する。
　　・ 学術的調査を継続して実施し、遺構の遺存状況を把握して、本質的価値を構成する要素の保存を図る。

第２節　史跡の保存管理

　目標の具現化を図るため、史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」の保存管理についての具体的な内

容を定めるにあたり、基本的な考え方を次のとおり設定する。

　　【基本的考え方】
　　・現状維持を基本として、史跡としての適切な保存を図る。

１．遺構の保存
　適切に保存するため、良好な状態で現状を維持する。法面の崩壊している箇所や、その危険性が高い箇所

では、景観や環境の保全に配慮しつつ、適切な処理により良好な状態に修復し継承を図る。また、昭和初期

以降に埋土された箇所については、安全性に配慮しながら、遺構本来の状態に復旧する。

２．史跡内の環境の保全
　史跡内の環境を適切に保全するため景観等に配慮し維持管理を行う。ただし、遺構周辺の景観を著しく阻

害する、または法面の崩壊など遺構の保存に影響を及ぼすような樹木等については、伐採等を計画する。

３．公開・活用
（１）見せる工夫

　堤防が良好に残されている状況や保存されている姿を、一般に見ることができるよう工夫を行い、多くの

　人々が理解を深められるよう活用を図る。

（２）触れ合いや史跡を体感できる機会提供

　人々が親しみを持ち、地域と共存できるよう、遺構の保存に支障のない範囲で積極的に活用を図る。

（３）情報の発信

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」の価値について、広く人々に周知し、保存について理解を深

めていくため、さまざまな情報発信の工夫と充実を図る。

第３節　周辺環境の保全

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」の保存を確実なものとし、その本質的な価値への理解を高め

るためには、周辺環境の保全にも努めていく必要がある。周辺環境の保全について、基本的な考え方を次の
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とおり設定する。

　　【基本的考え方】
　・史跡を適切に保存管理するために、指定範囲外の景観や史跡に関連する文化財等についても保全に努める。

第５章　保存管理

第１節　基本方針

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」を適切に保存していくため、保存管理の基本方針を次のとお

り設定する。

１．ゾーンごとの特性と現状を踏まえた保存管理の実施
　史跡は大きく３地点に分かれているため、ゾーンを分けた上でそれぞれの特性および現状に応じた保存管

理方法を具体的に設定し実施する。

２．史跡の現状を変更する行為の明確化と取扱基準の設定
　予想される各種の現状変更や保存に影響を及ぼす行為に対して、法令に基づいた適切な管理を実施してい

くための現状変更の取扱方針と具体的な取扱基準を設定する。

３．史跡の周辺環境の保全の推進
　史跡周辺の景観等を良好に保つよう関係者、関係機関等に働きかけるとともに、史跡外にある御勅使川の

治水・利水に関連する施設や遺構・文化財等についても、史跡の本質的価値を理解する上で不可欠な要素と

位置づけ、保全を図る。

第２節　ゾーンの設定

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」において、それぞれの特性および現状に基づき、次のとおり

ゾーンを設定する（第 9 図）。

ゾーン 石　積　出 桝　形　堤　防 将　棋　頭

特性と現状

・一番から三番まで連なる堅固な石積

堤防が残るが、一部に石積の崩落も

認められる。

・基底部が埋没し、遺構の全体像が顕

在化されていない。

・史跡指定範囲内に一部民有地が残る。

・一部御勅使川の現行床固工が遺構に

接続されている。

・史跡指定範囲内の一部に果樹園その

他民有地が残る。

・一部、道路や住宅等に隣接する。

・徳島堰及びそこから六科地区へ分水

するための水門と後田堰は、現在も

用水機能が維持されている。

・徳島堰からの取水口とそれを守る石

積の堤防が残る。

・基底部が埋没し、遺構の全体像が顕

在化されていない。

・遺構全体の保存状況は良好である。

ただし、一部樹根による遺構への浸

食や石積の崩落が認められる。

・史跡指定範囲内に一部民有地が残る。

・一部、道路や住宅等に隣接する。

・六科地区水田等を守る圭角状の堤体

の内、北側の石積堤防のみが残り指

定されている。

・基底部が埋没し、遺構の全体像が顕

在化されていない。

・東側については、現地表面以上の部

分が削平されている。

・天端部分の一部が削平されている。

・一部、道路や住宅等に隣接する。

・史跡指定範囲外だが、南側の堤防（前

御勅使川六科一番堤・二番堤）につ

いても、現地表面以上の部分が削平

されているため、将棋頭本来の圭角

の形状が把握しづらい。

・堤内地には、将棋頭が水害から守っ

てきた水田景観が残る。

第４表　ゾーンの設定
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第２図　石積出二番堤　現況測量図
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第４図　石積出一番堤　現況立面図／エレベーション図
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第５図　石積出二番堤　現況立面図／エレベーション図
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第６図　石積出三番堤　現況立面図／エレベーション図
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第７図　桝形堤防　現況測量図
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第８図　将棋頭　現況測量図

御勅使川六科一番堤御勅使川六科一番堤

後田堰後田堰

前御勅使川六科一番堤前御勅使川六科一番堤

御勅使川六科ニ番堤御勅使川六科ニ番堤

水田景観水田景観

前御勅使川六科一番堤前御勅使川六科二番堤

国史跡範囲

御勅使川六科一番堤・二番堤範囲

保護すべき関連遺構
（国史跡追加指定を目指す範囲）

水路

凡　例

40
1/1500

m0



－ 24 －

第３節　構成要素

　保存管理の方法とそれに基づく現状変更の取扱基準を定めるため、史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」

を構成する要素を、「（１）史跡の本質的価値を構成する要素」、「（２）その他の要素」、「（３）史跡外にある

保存管理に有効な要素」として抽出し、各ゾーンごとに明示する。この内「本質的価値を構成する要素」とは、

史跡の指定範囲内に存在する要素のうち、各ゾーンの堤体（現在埋没して顕在化されていない部分を含む）、

これと一体となって機能してきた水制・床固工、及びこれらによって守られてきた堤内地、用水路、またこ

れらが敷設された旧河川敷を指す。「その他の要素」とは史跡の指定範囲内に存在する要素のうち、「史跡の

本質的価値を構成する要素」以外の工作物等を差す。「史跡外にある保存管理に有効な要素」は、史跡の指

定範囲外にあるものの、史跡の本質的価値を理解する上で有効な要素と認められるものを挙げた。

１．石積出ゾーン（第 1 ～ 6 図）
（１）史跡の本質的価値を構成する要素（図版２～４）

・ 堤体

・ 地下に埋蔵されている可能性のある堤体及びこれに付随する水制等

・ 石積出の堤体に接続している御勅使川の床固工

・ 御勅使川旧河川敷（史跡内）

（２）その他の要素（図版４～５）

・ 史跡案内板等

・ 樹木（史跡内に自生するもの）

・ よう壁（石積出三番堤の基底部を見せるために旧白根町が設置したもの）

・ フェンス（旧白根町が転落防止のために設置したもの）

・ 竜神堂（昭和 50 年代に建立されたもの）

・ 果樹畑（民有地。現在も栽培が行われている）

・ その他民有地

（３）史跡外にある保存管理に有効な要素（図版６～７）

・ 石積出四番堤・五番堤

・ 御勅使川／ 御勅使川旧河川敷

・ 現行堤防

・ 水宮神社

・ 四ヶ圦堰

・水害防備林

・ ワタクシダシ

２．桝形堤防ゾーン（第 7 図）
（１）史跡の本質的価値を構成する要素（図版８～ 12）

・ 堤体

・ 堤内地（圭角状の堤体で守られる領域）

・ 地下に埋蔵されている可能性のある堤体及びこれに付随する水制等

・ 徳島堰（史跡内）

・ 後田堰（史跡内）

・ 後田水門

・ 御勅使川旧河川敷（史跡内）

（２）その他の要素（図版 13）
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・ 史跡案内板等

・ 樹木（史跡内に自生したもの）

・ フェンス（敷地境界に設置されたもの）

・ 徳島堰水量計

・ 史跡を横断する水道管

・ 電柱

・ 看板（史跡案内板等以外のもの）

・ その他民有地

（３）史跡外にある保存管理に有効な要素（図版 14）

・ 徳島堰（史跡外）

・ 後田堰（史跡外）

・ 御勅使川／御勅使川旧河川敷

・ 矢崎家住宅と行善寺（矢崎家の菩提寺）

・ 了円寺

・ 石縦堤

３．将棋頭ゾーン（第 8 図）
（１）史跡の本質的価値を構成する要素（図版 15 ～ 18）

・ 堤体

・ 堤内地

・ 地下に埋蔵されている可能性のある堤体及びこれに付随する水制等

・ 御勅使川旧河川敷（史跡内）

（２）その他の要素（図版 19）

・  樹木（史跡内に自生したもの）

・ フェンス（敷地境界に設置されたもの）

・ よう壁（将棋頭の堤体基底部をみせるために旧白根町が設置したもの）

（３）史跡外にある保存管理に有効な要素（図版 19）

・ 前御勅使川六科一番堤・二番堤（現在は削平され指定外だが、かつては現在残る将棋頭の堤体とともに、

圭角の一翼を形成していた堤防跡）

・ 後田堰

・ 御勅使川／御勅使川旧河川敷

・ 水田景観（将棋頭によって守られ、また桝形堤防によって守られた後田水門で分水された徳島堰の水で

灌漑されてきた水田）

第４節　保存管理の方法

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」のゾーンごと、各構成要素ごとの具体的な保存管理の方法を

設定する。

１．方法の分類
　史跡内における掘削を伴う事業は原則的には認めない。ただし、史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」

は、堤防としての役割が終了して以降、人為的に埋め立てられた箇所も存在する。また水路としての用水機

能が現在まで継承されてきた部分もある。従って、保存管理は将来予測される変化等を念頭に置き、手を加

えながら価値の保存を図ることとし、次の方法により行う。
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分　類 内　容

（１）　維持管理 き損・破損や劣化を防ぎ、現状を維持。

（２）　復旧 き損や劣化した箇所を、原状に戻す（復旧する）。

（３）　改良 き損・破損や劣化を防止し、活用に資する状態へ改良するための計画的整備。

ア　保存整備
史跡の価値に影響を与えている要因を取り除き、き損・破損・劣化を未然に防ぎ、
保存すべき良好な姿（目標像）を取り戻して価値の向上を図るための整備。

イ　活用整備 公開活用のため、積極的に史跡としての価値の向上につながる整備。

（１）維持管理

・ き損・破損や劣化防止のために必要な日常的な「維持管理」は、継続的に実施する。

・ 形状や素材等の原状を変更しないよう留意する。

・ き損・破損や劣化している箇所を復旧した後は、その状態を維持するよう管理する。

・ 災害による損壊等の非常時には、史跡の保存及び機能の維持に配慮し、応急措置を実施する。

（２） 復旧

・ き損や劣化した場合は、き損や劣化前の状態（原状）に戻すことを基本とする「復旧」の措置を講じ、

史跡としての機能を回復する。

・ 原則として、き損又は劣化している箇所が発見された時点で実施する。箇所数が多い場合は、史跡保存

上の必要性や安全性を優先し、必要性の高い箇所から実施する。

・ 地形改変は最小にとどめることを基本に、周辺との連続性、安定性、持続性に配慮し実施する（恒久的

工事や規模の大きなものは「改良（保存整備）」として実施する）。

（３）改良

　ア 　改良（保存整備）

・ 復旧の措置では対応が困難な状況であった場合や、将来価値を損ねる可能性がある場合に実施する。

・ き損・破損や劣化箇所の現状及び価値を踏まえて、ゾーンごとの保存すべき良好な姿（目標像）への回

復を目指して整備する。

・ 地形改変は最小にとどめることを基本とするが、史跡の歴史的価値を顕在化するために必要な場合は、

史跡への影響に留意しながら積極的に実施する。方法はあらかじめ目標像実現にふさわしい方法として

検討されたものから選定する。

・ 実施に当たっては、周辺景観との調和に留意する。

・  改良の措置後は、必要に応じて事業主体が施工後のモニタリング調査及びその解析・評価等を実施する。

　イ　 改良（活用整備）

・ 史跡の歴史的な価値の普及を図るため、視覚的な再現やガイダンス施設の新設整備等を検討する。

・ 利用者が安全で快適に史跡の歴史的価値に接することができるよう、歩行者空間の整備や柵のデザイン

の統一等を検討する。

・公開・活用によって利用者が集中し、史跡としての価値が低下しないよう充分に配慮する。

・史跡の価値を高める範囲内容確認調査は継続的に実施するものとする。遺構（埋蔵文化財）が発見され

第５表　保存管理方法の分類
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た場合は、学術的な調査等を実施し記録する。また、発見された遺構の保存管理の方針は、調査成果を

踏まえて関係機関で協議・調整の上決定する。

２．ゾーン別、構成要素別の保存管理方法
　各要素の保存管理は、「現状維持を基本とし、史跡としての適切な保存を図る」ことを目標に、区間ごとの「現

状と特性」を踏まえて設定したゾーン別の保存管理方針の具現化を図るため、本書 28 頁に掲載の「第６表

ゾーン別保存管理方法」に示す方法により実施する。

第５節　現状変更の取扱方針と取扱基準

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」における現状変更等については、文化財保護法（以下「法」という。）

第 125 条により「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない（各省各庁の長及び各省各庁の長以外の国の機

関の場合は法第 168 条による文化庁長官の同意）。ただし、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措

置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない」と規定さ

れている。これを踏まえ、以下に現状変更の取扱に関する方針及び基準を整理する。

１．現状変更等の取扱方針
現状変更等に対しては次の方針によるものとする。

　　　【現状変更の取扱方針】
　　　史跡が持つ本質的価値を減じる行為については、現状変更等を認めないこととする。

　　　現状変更が認められない行為
　　　・本計画に定める基準等に反する場合。
　　　・史跡の滅失、き損または衰亡の恐れがある場合。
　　　・史跡の景観を阻害または著しく減じると認められる場合。

２．現状変更の取扱
　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」の保存管理では、史跡の整備上必要な場合を除き、原則とし

て現状変更は認めないこととするが、次のような事由を考慮し、現状変更が可能な場合を定め、それらの取

扱方針を設定する。

　　　【現状変更が必要な事由】
　　・御勅使川の床固工の治水機能や徳島堰の用水機能を維持。
　　・史跡内を横断する水道管の現状での機能維持。
　　・その他史跡内に既存する公益上必要な工作物の改修等。
　　・史跡の価値の向上に資する行為「改良（保存整備・活用整備）」。

３．現状変更に係る行為に対する許可等の取扱方針
（１）ここでいう史跡の保存に係る「維持管理」は、法に規定された維持の措置又は非常災害のために必要

　な応急措置を執る場合、保存への影響が軽微である場合の範疇で行われる、許可・届出を必要としない行

　為と捉え、継続できるようにする。

　ア　維持管理行為

・ 石積出に接続する御勅使川の床固工の日常的な補修、清掃等。破損した場合の応急措置等。
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ゾーン　 石　積　出 桝　形　堤　防 将　棋　頭

特性と現状

・一番から三番まで連なる堅固な石積

堤防が残るが、一部に石積の崩落も

認められる。

・基底部が埋没し、遺構の全体像が顕

在化されていない。

・史跡指定範囲内に一部民有地が残る。

・一部御勅使川の現行床固工が遺構に

接続されている。

・史跡指定範囲内の一部に果樹園その

他民有地が残る。

・一部、道路や住宅等に隣接する。

・徳島堰及びそこから六科地区へ分水

するための水門と後田堰は、現在も

用水機能が維持されている。

・徳島堰からの取水口とそれを守る石

積の堤防が残る。

・基底部が埋没し、遺構の全体像が顕

在化されていない。

・遺構全体の保存状況は良好である。

ただし、一部樹根による遺構への浸

食や石積の崩落が認められる。

・史跡指定範囲内に一部民有地が残る。

・一部、道路や住宅等に隣接する。

・六科地区水田等を守る圭角状の堤体

の内、北側の石積堤防のみが残り指

定されている。

・基底部が埋没し、遺構の全体像が顕

在化されていない。

・東側については、現地表面以上の部

分が削平されている。

・天端部分の一部が削平されている。

・一部、道路や住宅等に隣接する。

・史跡指定範囲外だが、南側の堤防（前

御勅使川六科一番堤）についても、

現地表面以上の部分が削平されてい

るため、将棋頭本来の圭角の形状が

把握しづらい。

・堤内地には、将棋頭が水害から守っ

てきた水田景観が残る。

ゾーン別

保存管理方針

現状維持を基本とし、史跡として適切な保存を図る。

・未買収部分の公有地化に努める。

・除草等日常管理により石積の現状維

持を図るほか、遺構下部を埋める覆

土を除去し、本質的価値の顕在化に

努める。

・未買収部分の公有地化に努める。

・除草等日常管理のほか、遺構の一部

を侵食している樹木の撤去を行う。

・石積の現状維持を図るほか、遺構下

部を埋める覆土を除去し、本質的価

値の顕在化に努める。

・徳島堰からの用水機能の確実性を担

保する。

・ 史跡を横断する水道管の機能を維持

する。

・除草等日常管理により石積の現状維

持を図るほか、遺構下部を埋める覆

土を除去し、本質的価値の顕在化に

努める。

・将棋頭の本質的価値をわかりやすく

提示するため、現状で史跡外にある

保存管理に有効な要素に位置づけら

れる前御勅使川六科一番堤・二番堤

についても、追加指定を検討する。

維持管理

【史跡の本質的価値を構成する要素】

＜堤体＞

日常的な補修、応急措置、除草等。

＜御勅使川旧河川敷＞

除草等。

＜石積出堤体に接続している床固工＞

機能の維持。

＜堤体＞

日常的な補修、応急措置、除草等。

＜御勅使川旧河川敷＞

除草等。

＜堤内地＞除草。

＜徳島堰、後田堰、後田水門＞

機能の維持。

＜堤体＞

日常的な補修、応急措置、除草等。

＜御勅使川旧河川敷＞

除草等。

＜堤内地＞

除草。

【その他の要素】　保守点検、日常的な補修、清掃、非常時の応急措置。

復旧
※ 史跡を構成する

要素のみ対象

【史跡の本質的価値を構成する要素】

＜堤体＞

石積みの崩落等き損の復旧。

＜石積出堤体に接続している床固工＞

き損箇所の復旧。

＜堤体＞

石積みの崩落等き損の復旧。

＜徳島堰、後田堰、後田水門＞

き損箇所の復旧。

＜堤体＞

石積みの崩落等き損の復旧。

【その他の要素】　機能維持のための復旧等。

改良（保存整備）
※ 改良（活用整備）は「第
　5 章 整備活用」で検討

【史跡の本質的価値を構成する要素】

＜地下に埋蔵されている可能性のある堤体及び水制等＞

覆土を除去し、本質的価値の顕在化に

努める。

＜堤体＞

崩落した石積の復元。

＜地下に埋蔵されている可能性のある堤体及び水制等＞

覆土を除去し、本質的価値の顕在化に

努める。

＜堤体＞

崩落した石積の復元。

＜地下に埋蔵されている可能性のある堤体及び水制等＞

覆土を除去し、本質的価値の顕在化に

努める。

＜堤体＞

削平された堤体天端（馬踏）の復元。

【その他の要素】　史跡の本質的価値を高めるための改修・修復・撤去。

第６表　ゾーン別保存管理方法

※　史跡外にある保存管理に有効な要素については、「第６節　周辺環境の保全」で検討
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・ 徳島堰用水等、水路の日常的な補修、清掃等。破損した場合の応急措置等。

・ 桝形ゾーンを横断する水道管の日常的な補修、清掃等。破損した場合の応急措置等。

・ 柵や境界石等、管理施設の日常的な補修等。破損した場合の応急措置等。

・ 標識等の日常的な補修。き損した場合の応急措置等。

・ 植栽木等の枯損木伐採、倒木・落枝等の除去、支障枝剪定、植栽木刈込み、病虫害防除等。

・ 植生の日常的な手入れ（枯損木・倒木処理、支障枝剪定・枯枝清掃）、ツル切り、下刈り、植生（草地）

の草刈り等。

　イ　非常災害時に必要な応急措置

・ 地震や豪雨等の非常災害時に、構成要素のき損や滅失を未然に防止するため行う応急的な措置。

（２）史跡の価値を継承するための「復旧」は、届出による対応で、許可を必要としない行為と捉え、史跡

　の保存に影響のない範囲で行う。き損や劣化している箇所を原状に戻すための復旧については、史跡の保

　存に影響のない範囲で取り組むことができるようにする。

・ 石積の崩落等き損の復旧。

・ 堤体への影響のない範囲において、防災上の観点から行われる石積出に接続する床固工の治水機能維持

のための復旧。

・ 徳島堰の用水機能維持のために、桝形堤防の堤体への影響のない範囲において行われる徳島堰用水等の

復旧。

・ 桝形ゾーンを横断する水道管の桝形堤防の堤体への影響のない範囲において行われる復旧。

（３）き損や劣化防止のための「改良（保存整備）」と、史跡に資する「改良（活用整備）」は、許可を得る

　必要がある行為と捉え、史跡の価値と共存を図ることを前提に、関係機関と協議を行い、許可を得る。 

　崩壊等を未然に防ぐために実施する保存整備と、史跡の整備活用のために必要な施設（柵、解説板等） 

　の整備は、史跡の価値との共存を図ることを前提に、整備の実施について、事業主体は、文化庁、県、市

　等の関係機関と協議をしたうえで、許可を得る。

・ 史跡範囲内の施設における改良（ 堤体石積の補修、 崩壊や劣化等を防ぐための保存整備）。

・ 史跡の管理や活用に必要な施設（ 柵や境界石等の管理施設の新設・改修・補修・撤去、 解説板等の活

用のために必要な施設の新設・改修・補修・撤去）。

・ 活用に寄与する建築物（ 活用に寄与する建築物の新築・増築・改築・補修・撤去）。

・ 学術調査を目的とした発掘調査等。

・ 上記以外における土地や水路の形状変更。

４．現状変更の取扱基準
　史跡指定範囲内での現状変更に係る行為を分類し、法的な手続きの必要性に応じて整理すると、各行為は

次の手続きを行うことが求められる（国の機関による現状変更は、文化庁長官の同意）。

　　　（１）「維持管理」・・・・・・・・・・・・許可・届出の手続きを必要としない

　　　（２）「復旧」・・・・・・・・・・・・・・届出による対応で、許可を得る必要がない

　　　（３）「改良（保存整備と活用整備）」・・・許可を得る必要がある

　本計画では、上記行為の中で、許可を得る必要がある行為について、次の観点に基づき、現状変更等の取

扱基準を定める。

・市教育委員会の許可を得る必要のある、軽微な現状変更。

・文化庁長官の許可を得る必要がある現状変更（軽微な現状変更以外のもの）

　現状変更の取扱に関する考え方は次のとおり整理できる。

５． 市の教育委員会が行う現状変更等に係る許可等
　法第 125 条の規定による現状変更等の許可が必要な行為のうち、法第 184 条の規定に基づく法施行令第
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史跡指定範囲内での行為分類 法的な手続き 手続き先 現状変更の取扱の考え方

（１）　維持管理
許可・届出の手

続きは不要
－ 継続して実施

（２）　復旧
き損届・復旧届・
復旧報告が必要

文化庁
史跡の価値を損なわないように
配慮

（３）　改良

ア　保存整備
現状変更等の許

可申請が必要

< 軽微な現状変更以外の場合 >
文化庁　※

< 軽微な現状変更の場合 >
市の教育委員会

　「史跡の価値」と共存を図るこ
とを前提に関係機関と協議を行

い許可を得る。イ　活用整備

第７表　現状変更取り扱い一覧

5 条第 4 項の規定に基づき、現状変更等の許可（許可の取消し及び停止命令を含む。）を市の教育委員会が

行う場合は以下のとおりとする。

（１）小規模建築物（階数が２以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積（増

　築又は改築にあたっては、増改築又は改築後の建築面積）が 120 ㎡以下のものをいう。）で３月以内の　

　期間を限って設置されるものの新築、増築、改築又は除却。

ア　ここでいう「建築面積」とは、建築基準法施行令 ( 昭和 25 年政令第 338 号 ) 第２条第１項第２号に

定める建築面積をいう。

イ　次の場合は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。

・ 新築については、小規模建築物の設置期間の更新があらかじめ予想される場合

・ 改築又は増築については、改築又は増築部分の設置期間が本体である建築物の新築を完了した日から  

３ケ月を超える場合

・ 新築、増築、改築又は除却については、当該新築等に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の

変更が、当該新築等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合

ウ　新築、増築、改築又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第 

125 条第１項の規定による文化庁長官の許可又は令第５条第４項第１号ヘによる都道府県又は市の教

育委員会の許可を要する ( 法第 125 条第１項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。

エ　新築、増築又は改築については、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改築及び除却」として 許

可の申請をさせ、除却と併せて許可をするものとする。

（２）工作物（建築物を除く。以下この（２）において同じ。）の設置、改修若しくは除却（改修又は除却にあっ

ては、設置の日から 50 年を経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修繕（そ

れぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。）。

　ア　「工作物」には、次のものを含む。

・ 小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀

・ 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガードレール

・ 小規模な観測・測定機器

・ 木道

イ　「道路」には、道路法 ( 昭和 27 年法律第 180 号 ) 第３条各号に掲げる道路 ( ただし、道路と一体となっ

てその効用を全うする施設及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを除く。) のほ
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か、農道、林道を含む。

ウ　「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をいう。

エ　「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の破損、劣化等に対応して行われる部分的な修復

その他これに類する工事をいう。

オ　道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の

構造の変更に伴うものを含む。

カ　工作物の設置、改修又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法

第 125 条第一項の規定による文化庁長官の許可又は令第５条第４項第１号ヘによる都道府県又は市の

教育委員会の許可を要する ( 法第 125 条第１項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。

（３）文化財保護法第 115 条第 1 項（法第 120 条及び第 172 条第 5 項において準用する場合を含む。）に

　規定する史跡の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設の設置、改修又は除却。

ア　「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは、法第 115 条第１項の標識、説明板、境界標、囲さ

くその他の施設をいう。

イ　設置、改修又は除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、設置等に必要な最小

限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。

ウ　標識、説明板、標柱、注意札、境界標又は囲さくその他の施設であって、史跡名勝天然記念物標識

等設置基準規則 ( 昭和 29 年文化財保護委員会規則第７号 ) に定める基準に合致しないものについては、

その設置又は改修の許可をすることができない。

（４）埋設されている電線、ガス管、水道管又は下水道管の改修。

ア　「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線を含む。

イ　改修については、改修に伴う土地の掘削が埋設の際に掘削された範囲を超える場合には、本号による

許可の事務の範囲に含まれない。

（５）木竹の伐採。

ア　「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して除去することをいう。

イ　木竹の伐採が、法第 125 条第１項ただし書の維持の措置である場合には、許可を要しない。

６．文化庁長官が行う現状変更等の許可等
　維持管理行為、復旧、及び前項に掲げた市の教育委員会が行う現状変更等に係る許可等を除く全ての現状

変更等は、文化庁長官の許可を受けなければならない。また、法第 168 条により各省各庁の長及び各省各

庁の長以外の国の機関の場合は、あらかじめ文化庁長官の同意を求めなければならない。

第６節　周辺環境の保全

　今後史跡を適切に保存し、整備してくためには、史跡指定範囲内に加えて、範囲外で史跡に影響を与える

要因へ配慮することや、史跡の価値を高める要素として、史跡外にある保存管理に有効な要素の保全が必要

不可欠である。そのため、今後土地所有者や管理者等の関係機関にその保全等について積極的に働き掛けて

いくものとする。また自治体間の連携も必要である。ここでは、周辺環境の保全の方向性について次のとお

り整理する。

１．史跡に影響を与える要因や土地利用
・ 史跡周辺での植栽等については、史跡との調和を図ることが望まれる。

・ 史跡指定範囲内の景観を良好に確保するため、範囲外の史跡の本質的価値に影響を及ぼす構造物等への

対応が望まれる。

・将棋頭によって守られ、徳島堰の水によって灌漑されてきた歴史的水田景観等を良好に保つため、史跡

と周辺の農業景観との調和を図ることが望まれる。そのためには、農業関係部局等と連携し、地権者の
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営農意欲の向上を図る施策等が求められる。

２．史跡外にある保存管理に有効な要素
　史跡をそれ単体、もしくはそれぞれのゾーンごとではなく、本史跡の一部が所在する韮崎市や甲斐市の「信

玄堤（図版 24- ２）」との関連を含めた御勅使川流域全体の中で位置づけることが重要である。そのためには、

水宮神社、徳島堰、後田堰といった、「第５章　第３節　構成要素」に示した史跡外にある保存管理に有効

な要素についても史跡の本質的価値を理解する上で不可欠な要素と位置づけ、保全を図ることが必要である。

また、更に広域、例えば南アルプス市外に広がる要素などについても、他の自治体や関係機関とも連携して

保存・保全していくことも求められる。これにより、例えば以下のような視点を提示できるようになる（第

９図　図版 23・24）。

ゾーン 石積出 桝形堤防 将棋頭

史
跡
外
に
あ
る
保
存
管
理
に
有
効
な
要
素

各ゾーン
周辺の

有効要素

石積出四番堤・五番堤
現行堤防
水宮神社
四ヶ圦堰
水害防備林
ワタクシダシ

徳島堰
矢崎家住宅と行善寺
了円寺
石縦堤

前御勅使川六科一番堤・二番堤
水田景観

後田堰（桝形堤防と将棋頭を直接的に関連付ける要素）

史跡が、信仰、管理体制など
を含めた様々な要素が複合し ,
システムとして機能していた
ことを示すことができる。

地域において治水利水が一体
となって機能していたことが
明らかとなり、それにまつわ
る人びとの足跡や地域開発の
歴史を示すことができる。

地域において治水利水が一体
となって機能し、それが現代
にまで継承されていることを
示すことができる。

ゾーン
共有の

有効要素

御勅使川／御勅使川旧河川敷

流域における治水・利水を包括するひとつのシステムとして、史跡各ゾーンが相互に関係していたことを示すことができる。

更に広域
の

有効要素

芦安堰堤　源堰堤　お熊野堤　御勅使川扇状地　百間堤をはじめとする釜無川右岸の堤防遺跡
群、信玄堤及びその下流に連なる釜無川左岸の堤防遺跡群　堀切　高岩　等

さらに、広域の関連を見ることによって、市域全体、甲府盆地全体の歴史を俯瞰することができるようになる。

第８表　史跡と史跡外にある保存管理に有効な要素との関係
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第６章　追加指定等の考え方

第１節　基本方針

　現時点での史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」の指定範囲は地表面上に現れている部分を中心に

設定されたもので、遺構が史跡指定地外となる周辺の地表下に連続している状況である。さらに、将棋頭・

石積出と密接な関係を持つ御勅使川の治水・利水施設が指定区域外にも存在することが予想される。そのた

め、御勅使川旧堤防に関わる遺跡を適切に保存し管理を行うために、重要な遺構を調査し、その結果に基づ

き積極的に追加指定を図ることが必要である。下記に現時点で把握されている追加指定が望ましい区域を明

記する。

第２節　保護すべき関連遺構

・ 石積出一番～三番堤までの現指定区域は基本的に地表に露出している範囲を対象としているが、遺構は

地下及び南側山裾まで連続している。今後範囲確認調査を行い、堤防本来の範囲を把握し、追加指定す

ることが必要である。

・ 石積出は未指定の四番堤やその東側に位置する堤防遺跡が現存しており、範囲確認調査による遺構の把

握が重要である。調査結果によっては追加指定による保護が必要である。

・ 石積出一番堤から三番堤までの堤間については、堤防とともに治水機能の一部を構成する区域であり、

追加指定の検討が必要である。

・桝形堤防の西側については、範囲確認調査を行い、堤防本来の範囲を把握し、追加指定することが必要

である。

・ 将棋頭圭角先端部分および前御勅使川六科一番堤・二番堤については、地表上は削平されているが、地

下に堤防基底部が残存し、また土地区画自体が将棋頭を体現していることから、まず範囲確認調査を実

施し、調査結果を基にした追加指定が必要である。

第７章　整備活用

第１節　整備活用の基本方針

　史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」は、史跡が全国で 1,700 件以上指定されているなかで、３件

しか存在しない河川堤防の国史跡である。暴れ川として全国的にも著名な御勅使川の治水と利水に関わる貴

重な歴史遺産であり、その価値は非常に高い。この御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）を史跡として次世代

へと適切に保存し伝達していくためには、史跡の本質的価値と保存の必要性が正しく理解されるよう、民有

地の所有者や山梨県等、関係機関相互の緊密な協力の下、歴史・地形等に関する調査・研究とともに適切な

公開・活用を行うことが重要である。さらに市民に親しまれ、地域の誇りとして南アルプス市におけるまち

づくりの歴史・文化的拠点となる整備を図ることも重要である。このため、史跡指定範囲内の確実な保存に

加え、史跡への理解の幅を広げていけるよう、隣接する自然景観や周辺に分布する歴史・文化的資源とも提

携した有効な整備活用に向け、基本方針を次のとおり設定する。

１．保存のための整備の推進
　史跡の保存および本質的価値の顕在化を第一の目的とした保存整備を推進する。

２．史跡特性を活かした積極的な公開・活用の推進
　史跡の歴史的価値とその保存への理解を深めるため、地域の憩いの場として人々の目に触れ、身近に感じ
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られるよう、史跡の保存と調和した積極的な公開・活用を推進する。

３．歴史を活かしたまちづくりの拠点としての整備
　南アルプス市の歴史は、様々なかたちでの水の制御に苦しみ、これを克服してきた歴史と特徴づけること

ができる。史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」は、まさにその象徴であり、郷土の水の歴史やそれ

にまつわる文化を活かした「南アルプス市らしい」まちづくりの拠点となりうる。したがって、この史跡を

市内外への情報の発信、水の歴史を通じた地域間交流のための空間として広く活用できるような整備を推進

する。

４．地域と連携した普及・啓発と多面的活用の推進
　史跡の公開とともに、適切な情報の発信により多くの人々の利用を促すため、地域住民や関係機関と連携

し、周辺の歴史・文化的資源と合わせて普及・啓発活動を推進する。あわせて、周辺環境の改善とその後の

維持に努める。

５．周辺環境調査の実施
　隣接する自然景観や周辺に分布する歴史・文化的資源の把握、更には史跡に影響を与える要因や土地利用 

の把握を行うため、周辺環境の現況調査を実施し、今後の整備に活かすよう努める。

第２節　整備活用の方法

１．全体方針
・ 史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」の整備活用にあたっては、御勅使川流域全体の治水・利水

の歴史や役割を俯瞰して理解できるような整備が求められる。

・ 各ゾーンに分かれている史跡を一体として理解してもらうため、統一した案内板や説明板を設置すると

ともに、各ゾーンをつなぐルートや手法についても検討する。

・ 来訪者が安全で快適に史跡内を散策できるように、トイレ、ベンチ等の便益施設を設置する。

・ 視覚的な再現や、史跡をわかりやすく解説し、より理解を深めてもらうためのガイダンス施設の設置を

検討する。

２．各ゾーンごとの整備方法
（１）石積出ゾーン

・ 堤体の石積には一部崩落箇所も存在するため、石積の修復を早急に行い、史跡の保存を図る。

・ 堤体天端や斜面に堆積した土砂を除去し、石積本来の姿に戻す。

・ 範囲確認調査後、石積出が堤防としての機能を停止した後に造成のため埋め立てられた箇所の土砂を取

り除き、本来の規模を見せることにより、御勅使川扇状地扇頂部に築かれた巨大な石積の本質的価値を

顕在化させる。

・ 五番堤まで連続する堤防を俯瞰できる視点場の設置および眺望を確保する。このためには、一番堤・二

番堤・三番堤間の堤間地についても公有地化を進め、眺望を阻害する樹木や工作物の撤去も検討する。

・ 石積出と東に位置する県営の御勅使福祉公園との間をつなぐ散策道を御勅使川沿いに整備し、来訪者の

利便性を高める。

・ 見学者が安全に石積出を体感できるよう、天端及び基底部に導く階段等を設置する。

（２）桝形堤防ゾーン

・ 堤体の石積には一部崩落箇所も存在するため、石積の修復を早急に行い、史跡の保存を図る。

・ 土砂で埋っている桝形堤防の基底部「木工沈床」を顕在化させ、来訪者が桝形堤防の本来的な姿を体感

できるようにする。

・ 徳島堰暗渠開口部の安全対策を図り、史跡の公開を推進する。

・ 見学者が安全に桝形堤防を体感できるよう、天端及び基底部に導く階段等を設置する。
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（３）将棋頭ゾーン

・ 堤体の石積には一部崩落箇所も存在するため、早急な石積の修復を行い、史跡の保存を図る。

・ 堤体天端や斜面に堆積した土砂を除去し、石積本来の姿に戻す。

・ 隣接するグランド造成時に埋め立てられた箇所の土砂を取り除き、本来の規模を見せることにより、石

積の本質的価値を顕在化させる。

・ 将棋頭と堤内地に広がる水田景観を俯瞰できる視点場の設置および眺望を確保する。

・ 将棋頭堤内地に広がる水田景観の保全に努める。

・ 発掘調査結果や文献資料を基に、御勅使川六科一番堤および二番堤の掘削された部分の復元整備を行う。

・ 地上部分が掘削され、土地区画のみが残されている前御勅使川六科一番堤・二番堤の範囲確認調査を実

施し、調査結果を基に復元整備を行う。

・ 周辺の水田景観を含めた史跡の価値を体感できる散策道の整備を検討する。

・ 史跡に隣接する公園部分については、範囲確認調査を行い、調査結果を基に整備の方針を決定する。

第８章　管理及び運営体制

第１節　基本的考え方

・ 史跡の本質的価値を保存するとともに、市民に親しまれ広く活用される史跡としていくため、行政や市

民、市民団体等が協力して保存・活用を図る体制づくりを目指す。

・ 史跡の管理団体となり、史跡全域を主体的に管理し、保存する体制を目指す。

・ 史跡の確実な保存を図るため、民有地の公有地化を促進し、南アルプス市が史跡の保存管理を積極的に

取り組むものとする。

・ 史跡の構成要素である下条南割将棋頭が立地する韮崎市とも緊密に連携して、史跡の保存と活用を図る。

・ その他、史跡の保存管理を行う上で必要な事項に関しては、文化庁や県及び南アルプス市、土地所有者

等が協議を行うこととする。

第２節　市役所内の協力について

　史跡の適切な保存管理にあたっては、市役所内の横断的な連絡調整を行いその推進に努めるものとする。

第３節　市民参加の運営管理について

　市民参加の運営管理は、史跡「御勅使川旧堤防（将棋頭・石積出）」を市民が知り、親しみ、守っていく

機運とともに、「ふるさと意識」を醸成していく上で非常に重要であると考えられる。南アルプス市では現在、

御勅使川旧堤防の活用を積極的に企画し、実行している市民団体も存在する。これらの市民団体の活動とも

連携しながら、整備後の史跡の日常的な管理と活用事業の運営について、NPO や地元自治会、市民団体や

小中学校を含む関係機関との協働により行う。
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　　　河川制禦工事施設許可願

徳島堰営造物改造ノ為中巨摩郡源村有野地内字新田区域御勅使川流域ノ南端桝形堤防ヨリ積隆堤防トノ間地

底ヲ横断シテ用水疎通ヲ為セシ暗渠ノ施設ハ開鑿以来ノ事業ニ有之候処今回九年度ノ事業トシテ別冊設計書

ノ通リ粗石拱形眼鏡ニ改造致シ度右ハ本年三月一日着手四月三十日迄六十一日間ニ竣工復旧可致候間一時堀

鑿改修工事施行ノ件御許可相所度此段及御願候也

	 	 	 	 	 	 知事殿	 	 	 	 	 管理者郡長

（右　大正九年四月二十日　山梨県指令土第一二五五号にて許可）

	 	 計画説明書

徳島堰用水路ハ御勅使川全流域ヲ横断暗渠長五百間ノ処長三百七十間ハ明治三十六年以来大正八年ニ至ル迄

順次眼鏡ニ改造ヲ為シ本年更ニ字新五十間ト称スル桝形堤防以南従来ノ暗渠閘蓋等腐朽一部ハ己ニ陥落シ最

モ危険ノ状態ニ瀕シ候ニ付今般改修ノ計画ヲ立テ候而シテ御勅使川ノ流域ハ現今旭村ノ南割地内ヲ流レ県ニ

於テ災害復旧工事御施行ノ為仮締切ヲ為スモ桝形堤ノ北ニ流域変更ヲ来ス而己ニテ今回出願ノ場所ヘ落ツル

ノ患ナク平時ノ白磧ニシテ何等危険ヲ顧慮スルノ必要無之ニ付出願ノ期間ヲ利用シ工事ヲ施行セントスルノ

計画ナリ

	 	 工事費支出方法

一、大正九年度徳島堰組合費才出臨時部第三カン土木費

　第一項　用水路費一目改修工事費

　　　　　　金一万六千円ヨリ支出スルモノトス

御勅使川徳島堰埋樋改修　（大正９年３月）（『徳島堰』）
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１．石積出付近空中写真　1947 年撮影

２．御勅使川扇状地扇頂部付近

図版１　石積出ゾーン



１．石積出一番～五番堤空中写真（東から）

２．石積出一番堤

図版２　石積出ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．石積出二番堤

２．石積出三番堤

図版３　石積出ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．石積出一番堤と接続する床固工

３．御勅使川床固工

２．石積出二番堤と接続する床固工

４．御勅使川旧河川敷（石積出一番～二番堤間地）

５．石積出に設置された案内板 ６．石積出一番堤　案内板と M なびプレート

図版４　石積出ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素・その他の要素



１．石積出二番堤　案内板

３．石積出三番堤の樹木（史跡内に自生するもの）

２．石積出三番堤 M なびプレート

４．石積出三番堤のフェンスとよう壁

５．竜神堂（昭和 50 年代に建立されたもの） ６．石積出二番堤の果樹畑（現在も栽培が行われている）

図版５　石積出ゾーン：その他の要素



１．石積出四番堤と五番堤

２．石積出四番堤

３．石積出四番堤　発掘された基底部

図版６　石積出ゾーン：史跡外にある保存管理に有効な要素



１．石積出四番堤と五番堤

３．現行堤防

２．御勅使川と現行堤防

４．石積出五番堤の水害防備林

５．四ヶ圦堰 ６．水宮神社（有野）

図版７　石積出ゾーン：史跡外にある保存管理に有効な要素



　１．桝形堤防（西から）

　２．桝形堤防（北東から）

図版８　桝形堤防ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



　１．桝形堤防

　２．桝形堤防（東から）

図版９　桝形堤防ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



２．桝形堤防（西から）

１．桝形堤防（南東から）

図版 10　桝形堤防ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．南堤川表側全景

３．南堤川表側木工沈床検出状況２．南堤川表側基底部

図版 11　桝形堤防ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．南堤川表側基底部

２．南堤川表側木工沈床と徳島堰御勅使川暗渠

３．発掘された徳島堰御勅使川暗渠

図版 12　桝形堤防ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



５．電柱引っ張り線 ６．電柱・看板（史跡案内板等以外のもの）

１．史跡案内板 ２．樹木（史跡内に自生したもの）

３．フェンス（敷地境界に設置されたもの） ４．徳島堰水量計

図版 13　桝形堤防ゾーン：その他の要素



１．徳島堰（昭和 30 年代）

３．石縦堤

２．徳島堰（現代）

４．矢崎家住宅（有野）

５．行善寺（有野） ６．了円寺（飯野新田）

図版 14　桝形堤防ゾーン：史跡外にある保存管理に有効な要素



１．御勅使川六科一番堤（西から）

２．御勅使川六科一番堤・二番堤（西から）

図版 15　将棋頭ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



３．将棋頭：御勅使川六科一番堤・二番堤（北東から）

１．御勅使川六科一番堤（北西から）

２．御勅使川六科一番堤梯子土台

図版 16　将棋頭ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．御勅使川六科二番堤川表側基底部

２．御勅使川六科二番堤川表側基底部

３．勅使川六科二番堤川裏側断面

図版 17　将棋頭ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．御勅使川六科一番堤川表側基底部

２．御勅使川六科一番堤川表側基底部

３．御勅使川六科一番堤川表側基底部

図版 18　将棋頭ゾーン：史跡の本質的価値を構成する要素



１．樹木およびフェンス

３．前御勅使川六科一番堤

２．よう壁

４．後田堰

５．水田景観 ６．水田景観

図版 19　将棋頭ゾーン：その他の要素・史跡外にある保存管理に有効な要素



図版 20　下条南割将棋頭（韮崎市）

１．下条南割将棋頭（韮崎市竜岡）

２．下条南割将棋頭（韮崎市竜岡）



図版 21　広域：史跡外にある保存管理に有効な要素

１．芦安堰堤（大正 15 年竣工）

２．芦安堰堤（現代）



図版 22　広域：史跡外にある保存管理に有効な要素

１．源堰堤（大正９年竣工）

２．源堰堤（現代）



１．御勅使川扇状地

２．御勅使川

３．堀切

図版 23　広域：史跡外にある保存管理に有効な要素



１．高岩

２．信玄堤

３．お熊野堤

図版 24　広域：史跡外にある保存管理に有効な要素
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図 版 2 5 　 石 積 出 ゾ ー ン 　 指 定 範 囲 及 び 構 成 要 素
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徳島堰

後田堰

史跡案内板等
徳島堰水量計
樹木（史跡内に自生）

フェンス

電柱

よう壁

木

木

計

計

木

図版2 6　桝形堤防・将棋頭ゾーン　指定範囲及び構成要素
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図版2 7　石積出ゾーン　整備活用図

凡　例
国史跡範囲
保護すべき関連遺構（国史跡
追加指定を目指す範囲）
水系

水害防備林

公園

四ヶ村●堰ほか水路
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史跡案内板等
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散策道の整備

県立公園との連絡

Ｐ

Ｐ
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御勅使南公園

御勅使川暗渠
（徳島堰）

前御勅使川六科一番

石縦堤

調整池

後田堰

御勅使南公園

御勅使川暗渠
（徳島堰）

御勅使川六科一番堤御勅使川六科一番堤

御勅使川六科二番堤御勅使川六科二番堤

前御勅使川六科一番堤前御勅使川六科一番堤

石縦堤

調整池

後田堰

後田水門

御勅使川

徳島堰

桝形堤防
将棋頭

前御勅使川

御勅使川

徳島堰

桝形堤防
将棋頭

前御勅使川
凡　例

保護すべき関連遺構（国史跡
追加指定を目指す範囲）

水田が中心の耕作地

公園

国史跡範囲

意見具申中範囲（桝形堤防） 徳島堰御勅使川暗渠

旧堤防

徳島堰

後田堰

散策道

史跡案内板等

水田景観
の保全

視点場の整備

一・二番堤
復元整備

散策道
の整備

散策道
の整備

県立公園
と連絡

一・二番堤復
元整備

根固め露出
展示

暗渠開口部
安全確保

徳島堰の
桜並木

図版2 8　桝形堤防・将棋頭ゾーン　整備活用図
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